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聖
代
の
行
幸
１
１
－

廣
　
　
川

勝
　
　
美

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
楽
の
音
が
響
く
。
楽
は
都
の
も
の
で
あ
る
。

　
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、
楽
は
天
皇
の
も
の
で
あ
る
。
楽
に
お
い
て
、
治
世
の

理
念
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
る
。
楽
は
、
天
皇
を
主
宰
者
と
す
る

儀
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
の
統
治
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は

日
常
的
、
現
実
的
な
政
治
と
は
異
な
っ
た
、
よ
り
本
質
的
、
原
理
的
な
治
世
が

期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
治
世
を
貫
く
精
神
を
歴
史
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
伝
承
さ
れ
る
べ
き

さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
一
言
葉
に
お
い
て
現
出
す
る
物
語
が
孕
ん
で
い
る
の
は
、

ま
さ
に
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
歴
史
は
、
事
実
に
対
応
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
に
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
言
葉
の
う
ち
に
歴

史
は
宿
り
、
言
葉
に
お
い
て
歴
史
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
無
数
の
事
実
の
集
積

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

の
上
に
、
言
葉
に
よ
っ
て
脈
略
を
見
出
す
営
為
が
歴
史
で
あ
る
。

　
物
語
が
楽
を
有
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
皇
の
御
代
が
楽
を

有
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
楽
は
、
御
代
を
領
導
す
る
規
範
で
あ
る
。
秩
序
の

根
幹
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
楽
は
、
歴
史
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
、
楽
の
具
現
す
る
理
念
に
よ
っ
て
、
御
代
は
成
り
立
ち
、
そ
の

歴
史
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
言
葉
に
お
い
て
楽
を
語
る
こ
と
は
歴
史
を
語
る

こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
歴
史
を
蔵
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
と
り
た
て
て
楽
が
語
ら
れ
る
の
は
、
朱
雀
院
行

幸
の
折
で
あ
る
。

　
　
　
十
月
に
朱
雀
院
の
行
幸
あ
る
べ
し
。
舞
人
な
ど
、
や
む
ご
と
な
き
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

　
　
子
ど
も
、
上
達
部
、
殿
上
人
ど
も
な
ど
も
、
そ
の
か
た
に
っ
き
づ
き
し
き

　
　
は
、
み
な
選
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
親
王
達
、
大
臣
よ
り
は
じ
め
て
、
と
り

　
　
ど
り
の
才
ど
も
習
ひ
た
ま
ふ
、
い
と
ま
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
若
紫
」
一
巻
・
二
二
一
頁
）

　
「
十
月
に
朱
雀
院
の
行
幸
あ
る
べ
し
。
」
と
い
う
の
は
朝
廷
の
布
告
そ
の
も
の

で
あ
る
。
朱
雀
院
行
幸
は
か
ね
て
か
ら
用
意
さ
れ
た
特
別
の
行
事
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
が
行
幸
当
日
を
前
に
し
て
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
行
幸
に
お
い
て
、

楽
は
極
め
て
重
要
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
舞
人
が
選
ば
れ
る
。
天
皇
の

名
に
お
い
て
で
あ
る
。
舞
人
の
選
定
は
行
事
を
進
め
る
う
え
で
特
に
重
要
で
あ

る
。
行
幸
の
準
備
と
し
て
は
、
そ
の
こ
と
が
最
も
大
切
で
あ
る
と
も
み
え
る
。

舞
人
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
や
む
ご
と
な
き
家
の
子
ど
も
、
上
達
部
、
殿
上
人

ど
も
に
と
っ
て
、
そ
の
才
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
選

ば
れ
る
た
め
に
、
そ
の
方
面
に
努
力
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
朝

廷
に
仕
え
る
者
と
し
て
の
任
を
果
た
す
こ
と
で
も
あ
る
。
親
王
達
、
大
臣
な
ど

に
と
っ
て
の
と
り
ど
り
の
才
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
行
幸
は
現
実
的
な
施
政
を

超
え
た
政
事
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
宮
人
、
皇
族
の
主
た
る
任
務
は
天
皇
の
主
宰

す
る
朝
儀
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
。
楽
の
才
を
習
得
す
る
こ

と
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
度
の
神
無
月
の
行
幸
に
あ
た
っ
て
、
楽
人
、
舞
人
が
定
め
ら
れ
た
の
は

「
八
月
二
十
余
日
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
行
幸
の
ニ
カ
月
前
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
　
　
朱
雀
院
の
行
幸
、
今
日
な
む
、
楽
人
、
舞
人
定
め
ら
る
べ
き
よ
し
、
昨

　
　
夜
う
け
た
ま
は
り
し
を
、
大
臣
に
も
伝
へ
申
さ
む
と
て
な
む
、
ま
か
で
は

　
　
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
一
巻
・
二
六
三
頁
）

　
朝
議
で
楽
人
、
舞
人
と
が
指
名
決
定
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
頭
中
将
が
左
大

臣
に
も
伝
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
の
は
、
朱
雀
院

行
幸
に
つ
い
て
は
左
大
臣
ま
で
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
通
例

と
す
る
宴
遊
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
朝
儀
と
し
て
の
行
幸
と
み
ら
れ
る
。

も
う
一
っ
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
楽
人
、
舞
人
の
選
定
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
に
際
し
て
の
主
要
な
行
事
は
楽
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
が
二
つ
の
巻
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
行
事
に
任
命
さ
れ
、
儀
式
の
進
行
に
携
わ
る
こ
と
は
、
朝
廷
に
仕
え
る
者
と

し
て
の
務
め
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
行
事
と
し
て
の
行
幸
を
盛
儀
た

ら
し
め
る
の
は
楽
で
あ
る
。

　
　
　
行
幸
の
こ
と
を
興
あ
り
と
思
ほ
し
て
、
君
た
ち
集
り
て
の
た
ま
ひ
、
お

　
　
の
お
の
舞
ど
も
な
ら
ひ
た
ま
ふ
を
、
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
に
て
過
ぎ
ゆ
く
。

　
　
も
の
の
音
ど
も
、
常
よ
り
も
耳
か
し
か
ま
し
く
て
、
か
た
が
た
い
ど
み
つ

　
　
っ
、
例
の
御
遊
び
な
ら
ず
、
大
箏
築
、
尺
八
の
笛
な
ど
の
大
声
を
吹
き
上

　
　
げ
っ
っ
、
太
鼓
を
さ
へ
、
高
欄
の
も
と
に
ま
ろ
ば
し
寄
せ
て
、
手
づ
か
ら

　
　
う
ち
鳴
ら
し
、
遊
び
お
は
さ
う
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
末
摘
花
」
一
巻
・
二
六
五
－
六
頁
）



　
左
大
臣
邸
に
君
達
が
集
ま
っ
て
行
幸
の
日
の
た
め
に
楽
の
音
に
合
わ
せ
て
舞

の
練
習
を
す
る
。
通
例
の
管
弦
の
遊
び
で
は
な
い
。
大
箏
築
、
尺
八
、
太
鼓
な

ど
の
楽
器
が
奏
で
ら
れ
る
。
雅
楽
寮
の
楽
人
で
は
な
く
、
左
大
臣
の
子
息
達
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
選
ば
れ
た
や
む
ご
と
な
き
家
の
子
ど
も
な
ど
で
あ

る
。
そ
の
中
心
に
頭
中
将
、
源
氏
中
将
が
居
る
。
一
族
あ
げ
て
の
殊
更
な
る
行

幸
の
用
意
で
あ
る
。
儀
礼
と
し
て
の
楽
の
準
備
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
大
箏
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク

は
、
『
教
訓
抄
』
に
よ
れ
ば
、
「
康
保
三
年
之
比
。
良
峯
行
正
吹
一
大
箏
築
一
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雅
卿
伝
レ
之
吹
。
其
後
絶
了
。
」
と
あ
る
。
博
雅
三
位
は
楽
に
関
す
る
伝
承
は
多

い
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
大
筆
築
が
断
絶
し
た
楽
器
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
。
山
田
孝
雄
氏
は
、
「
そ
の
用
ゐ
る
楽
器
は
延
喜
天
暦
の
御
世
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
見
え
て
寛
弘
の
御
世
の
も
の
と
し
て
は
見
ら
れ
ざ
る
を
如
何
に
せ
む
。
」
と

論
じ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
楽
は
、
一
条
朝
を
遡
る
御
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
楽
の
栄
え
た
御
世
で
あ
る
。

　
楽
が
整
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
命
に
従
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
十
月

の
朱
雀
院
行
幸
の
後
、
二
月
の
二
十
余
日
に
催
さ
れ
た
南
殿
の
花
宴
に
お
い
て

も
楽
は
天
皇
が
用
意
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
楽
ど
も
な
ど
は
、
さ
ら
に
も
い
は
ず
と
と
の
へ
さ
せ
た
ま
へ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
花
宴
」
二
巻
・
五
〇
頁
）

　
花
宴
に
楽
の
あ
る
の
は
例
に
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
特
に
盛
儀
た
ら
し
め
る

も
の
で
あ
る
。
楽
は
行
事
の
主
宰
者
た
る
天
皇
の
意
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

が
整
っ
て
い
る
の
は
善
政
の
証
し
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
ら
の
齢
に
て
、
明
王
の
御
代
、
四
代
を
な
む
見
は
べ
り
ぬ
れ
ど
、

　
　
こ
の
た
び
の
や
う
に
、
ふ
み
ど
も
き
や
う
ざ
く
に
、
舞
、
楽
、
も
の
の
音

　
　
ど
も
と
と
の
ほ
り
て
、
齢
延
ぶ
る
こ
と
な
む
は
べ
ら
ざ
り
っ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
花
宴
」
二
巻
・
五
七
頁
一

　
左
大
臣
は
、
明
王
の
御
代
、
四
代
と
い
う
。
そ
れ
は
、
作
文
と
と
も
に
舞
、

楽
、
さ
ら
に
楽
器
の
音
が
整
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
河
海
抄
』
は
、

　
　
　
此
四
代
明
王
或
云
周
文
武
成
康
に
模
す
る
と
尺
し
た
り
然
而
弘
安
源
氏

　
　
論
議
に
は
貞
信
公
の
お
も
か
け
あ
り
と
い
へ
り
親
行
説
こ
れ
に
お
な
し
桐

　
　
壼
帝
を
延
喜
に
准
せ
は
陽
成
光
孝
宇
多
醍
醐
た
る
へ
き
歎

　
　
貞
信
公
元
慶
四
年
誕
生
な
れ
は
延
長
ま
て
す
て
に
四
代
也
干
時
左
大
臣
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
り
尤
此
擬
す
る
に
た
れ
り

と
注
す
る
。
延
喜
、
醍
醐
の
御
代
に
準
拠
を
認
め
つ
つ
、
楽
の
盛
ん
な
る
こ
と

に
聖
代
を
み
て
と
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
朝
政
と
礼
楽
と
の
一
致
に
御
代
の
理

想
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
凡
三
王
教
二
世
子
一
必
以
二
礼
楽
↓
楽
所
「
一
以
俺
ワ
内
也
。
礼
所
「
一
以
俺
ワ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
外
也
。
礼
楽
交
「
一
錯
於
中
一
発
「
形
於
外
」
是
故
其
成
也
偉
、
恭
敬
而
温
文
。

　
礼
楽
は
ま
さ
に
夏
段
周
の
「
三
王
徳
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
周
の
文
王
、
武
王
、

成
王
、
康
王
は
修
め
た
の
で
あ
る
。
「
礼
楽
刑
政
、
其
極
一
也
。
所
■
以
同
二
民

　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

心
一
而
出
中
治
道
。
也
。
」
、
「
審
レ
楽
以
知
レ
政
、
而
治
道
備
実
。
」
、
「
先
王
之
道
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

　
　
　
　
　
　
ゆ

礼
楽
可
レ
謂
レ
盛
実
。
Ｌ
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
儒
教
の
楽
政
一
致
の
理
念

が
花
宴
に
お
け
る
左
大
臣
の
讃
辞
に
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
『
漢
書
－
の

「
仲
箭
伝
」
に
、

　
　
　
蓋
聞
五
帝
三
王
之
道
。
改
レ
制
作
レ
楽
而
天
下
沿
和
百
王
同
之
。
當
二
虞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
氏
之
楽
一
莫
レ
盛
二
於
韻
↓
於
レ
周
莫
レ
盛
於
勺
。

と
あ
る
。
制
度
を
改
め
て
楽
を
作
れ
ば
、
天
下
が
沿
く
和
し
、
百
王
も
之
に
な

ら
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
「
五
帝
三
王
之
道
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
道
者
所
三
孫
適
二
於
治
一
之
路
也
。
仁
義
礼
楽
皆
其
具
也
。
故
聖
王
巳
没

　
　
而
子
孫
長
久
安
寧
数
百
歳
此
皆
礼
楽
教
化
之
功
也
。
王
者
未
レ
作
レ
楽
之

　
　
時
廼
用
下
先
王
之
楽
宜
二
於
世
者
上
而
以
深
入
二
教
化
於
民
一
教
化
之
情
不
レ

　
　
得
雅
須
之
楽
不
レ
成
。
故
王
者
功
成
作
レ
楽
楽
二
其
徳
一
也
。
楽
者
所
以
変
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
民
風
化
二
民
俗
一
也
。
其
レ
変
民
也
。
易
其
化
レ
人
也
。

と
も
い
う
。
道
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
太
平
に
至
る
路
で
あ
る
。
仁
義
礼
楽
は
そ

の
具
で
あ
る
。
数
百
年
に
わ
た
る
子
孫
の
長
久
安
寧
も
礼
楽
教
化
の
効
果
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
王
者
は
功
が
成
れ
ば
楽
を
作
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
徳
を
楽
し
む

と
い
う
義
で
あ
る
。
楽
と
は
民
の
風
俗
を
化
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
花
宴
の
楽
に
認
め
ら
れ
る
理
念
で
あ
っ
た
。
朝
儀
と
し
て
の
楽
は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
宴
遊
に
お
け
る
管
弦
の
遊
び
に
も
そ
の
こ
と
は
い

え
る
。
ま
し
て
、
行
幸
に
お
け
る
楽
は
、
よ
り
明
確
な
企
図
を
も
っ
て
用
意
さ

れ
る
。
朱
雀
院
行
幸
が
繰
り
返
さ
れ
、
楽
が
催
さ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

　
　
き
さ
ら
ぎ
の
二
十
日
あ
ま
り
、
朱
雀
院
に
行
幸
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
少
女
」
三
巻
・
二
六
六
頁
）

　
こ
こ
も
ま
た
朝
儀
と
し
て
の
行
幸
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
楽
が
あ
っ
た
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
楽
所
遠
く
て
お
ぽ
っ
か
な
け
れ
ば
、
御
前
に
御
琴
ど
も
召
す
。
兵
部
卿

　
　
の
宮
、
琵
琶
、
内
の
大
臣
、
和
琴
、
箏
の
御
琴
、
院
の
御
前
に
参
り
て
、

　
　
琴
は
、
例
の
太
政
大
臣
賜
は
り
た
ま
ふ
。
さ
る
い
み
じ
き
上
手
の
す
ぐ
れ

　
　
た
る
御
手
づ
か
ひ
ど
も
の
、
尽
く
し
た
ま
へ
る
音
は
た
と
へ
む
か
た
な
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
少
女
」
三
巻
・
二
六
九
頁
）

　
「
楽
所
」
の
楽
が
奏
で
ら
れ
た
。
そ
れ
が
儀
礼
と
し
て
の
楽
で
あ
る
。
朝
廷

雅
楽
寮
の
楽
人
に
よ
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
は
行
幸
を
盛
儀
た
ら
し
め
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
御
代
を
寿
ぐ
の
は
、
御
前
で
の
楽
で
あ

る
。
琵
琶
、
和
琴
、
箏
と
い
う
組
合
せ
で
あ
る
。
宴
遊
に
お
け
る
最
も
基
本
的

な
弦
楽
器
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
上
手
が
院
、
宮
、
大
臣
で
あ
る
と
い
う
。
楽
の

盛
ん
な
聖
代
で
あ
る
。
そ
れ
に
源
氏
の
琴
が
加
え
ら
れ
る
。
眼
目
は
こ
れ
に
あ

る
。　

　
　
琴
の
音
を
離
れ
て
は
、
何
ご
と
を
か
も
の
を
と
と
の
へ
知
る
し
る
べ
と

　
　
は
せ
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
若
莱
下
」
五
巻
・
一
八
二
頁
）

琴
は
楽
の
統
で
あ
る
。
利
沢
麻
美
氏
は
「
琴
の
琴
は
中
国
の
楽
器
の
中
で
も
第

一
の
楽
器
、
常
に
君
主
の
傍
ら
に
あ
る
べ
き
楽
器
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
琴
の



琴
は
、
調
絃
の
仕
方
が
決
ま
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
基
づ
い
て
非
常
に
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

雑
な
奏
法
や
楽
曲
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
楽
の
調
べ
が
琴

に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
音
楽
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ

こ
は
楽
政
一
致
の
理
念
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
風
俗
通
日
琴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

者
楽
之
統
興
八
音
並
行
君
臣
以
相
御
也
。
」
と
い
う
。
楽
の
統
と
し
て
の
琴
は

極
め
て
儒
教
的
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
天
地
感
応
、
神
人
共
感
の
理
法
が
あ
る
。

　
　
　
琴
な
む
な
ほ
わ
づ
ら
は
し
く
、
手
触
れ
に
く
き
も
の
は
あ
り
け
る
。
こ

　
　
の
琴
は
、
ま
こ
と
に
跡
の
ま
ま
に
尋
ね
と
り
た
る
昔
の
人
は
、
天
地
を
な

　
　
び
か
し
、
鬼
神
の
心
を
や
は
ら
げ
、
よ
ろ
づ
の
も
の
の
音
の
う
ち
に
従
ひ

　
　
て
、
悲
し
び
深
き
者
も
よ
ろ
こ
び
に
変
り
、
賎
し
く
貧
し
き
者
も
高
き
世

　
　
に
あ
ら
た
ま
り
、
宝
に
あ
づ
か
り
、
世
に
ゆ
る
さ
る
る
た
ぐ
ひ
多
か
り
け

　
　
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
若
菜
下
」
五
巻
・
一
八
一
頁
）

　
琴
を
弾
く
の
は
全
く
む
つ
か
し
い
。
ま
し
て
、
天
地
を
動
か
し
、
鬼
神
の
心

を
和
ら
げ
る
ほ
ど
に
奏
法
を
習
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
昔
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
と
い
う
。
「
動
二
天
地
４
感
二
鬼
神
↓
」
は
諸
芸
の
才
の
究
極
の
目
標
で

あ
る
。
『
紫
明
抄
』
は
「
礼
記
云
、
楽
者
天
地
之
和
」
と
い
い
、
「
漢
書
礼
楽
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

云
、
象
天
地
而
制
礼
楽
、
所
以
通
神
明
、
立
人
倫
撒
駝
伽
」
と
い
う
。
源
氏
は

そ
の
よ
う
な
琴
の
技
法
を
伝
授
さ
れ
た
唯
一
の
堪
能
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
と
り
立
て
た
る
御
心
に
入
れ
て
、
伝
へ
う
け
と
ら
せ
た
ま
へ
る
か
ひ
あ

　
　
り
て
、
文
才
を
ば
さ
る
も
の
に
て
言
は
ず
、
さ
ら
ぬ
こ
と
の
な
か
に
は
、

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

　
　
琴
弾
か
せ
た
ま
ふ
こ
と
な
む
一
の
才
に
て
、
次
は
横
笛
、
琵
琶
、
箏
の
琴

　
　
を
な
む
、
次
々
に
習
ひ
た
ま
へ
る
と
、
上
も
お
ぽ
し
の
た
ま
は
せ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
絵
合
」
三
巻
・
一
一
二
－
三
頁
）

　
「
伝
へ
う
け
と
ら
せ
た
ま
へ
る
」
は
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
天
皇

が
か
な
の
か
、
源
氏
が
か
な
の
か
で
あ
る
。
仮
に
、
天
皇
が
伝
え
受
け
取
ら
せ

た
と
し
て
も
、
誰
か
ら
で
あ
る
か
。
天
皇
か
ら
と
直
ち
に
断
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
あ
る
い
は
、
源
氏
が
御
心
に
入
れ
て
伝
え
受
け
取
ら
れ
た
、
と
と
る
と

す
れ
ば
な
お
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
、
聖
代
の
主
で
あ
る
に
せ
よ
、
天
皇
の

才
を
そ
こ
で
ま
で
み
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
御
代
に
源
氏
ほ
ど
の
堪

能
者
に
よ
っ
て
御
代
が
寿
が
れ
る
こ
と
こ
そ
聖
代
の
い
わ
れ
と
な
ろ
う
。
当
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
上
手
、
博
雅
三
位
が
そ
の
才
の
相
承
系
譜
に
お
い
て
「
師
匠
不
詳
」
と
さ
れ

る
こ
と
を
こ
こ
で
も
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

　
楽
は
行
幸
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
に
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
御
代
の
行
幸

の
あ
り
方
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
行
幸
は
天
皇
の
も
と
で
の
秩
序
を
目
に
見
え
る
か
た
ち
で

表
わ
す
儀
式
で
あ
る
。
「
公
式
令
」
に
「
凡
車
駕
巡
幸
。
京
師
留
守
官
。
給
二

　
　
＠

鈴
契
一
。
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
車
駕
巡
幸
」
が
行
幸
の
基
本
で
あ
る
。

こ
の
と
き
楽
は
儀
式
の
中
心
で
は
な
か
っ
た
。
従
駕
官
人
の
隊
列
の
偉
容
が
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二



　
　
　
　
　
「
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

皇
の
下
に
お
け
る
秩
序
を
誇
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
歯
簿
は
威
儀
を
正
し
て
羅

城
を
出
る
。
そ
の
よ
う
な
行
幸
に
あ
た
っ
て
「
京
師
留
守
官
」
が
置
か
れ
る
。

皇
太
子
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。
「
皇
太
子
監
国
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
謂
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

天
子
巡
行
。
太
子
留
守
。
是
為
二
監
国
一
。
」
と
注
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
規
定
か
ら
み
て
律
令
制
に
お
け
る
行
幸
は
天
皇
が
京
師
を
出
て
畿
外
へ
巡
行

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
は
、
『
延
喜
式
』
の
「
中
務
省
」
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

規
定
に
「
凡
行
幸
経
レ
宿
者
。
差
コ
定
留
守
侍
従
一
付
二
公
卿
一
奏
之
。
」
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
に
も
遺
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
畿
外
へ
の
行
幸
は
み
ら
れ
な
く
な
り
、
日
帰
り
の
非

経
宿
の
行
幸
が
中
心
と
な
る
。
内
裏
の
常
の
御
座
所
か
ら
の
移
御
ま
で
も
「
行

幸
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
禁
中
の
殿
舎
に
行
幸
に
な
る
場
合
と
、
禁

中
を
出
て
他
所
に
行
幸
に
な
る
場
合
と
が
あ
る
。
平
安
時
代
他
所
の
行
幸
と
し

て
は
、
神
泉
苑
・
朱
雀
院
の
行
幸
、
朝
蜆
の
行
幸
、
狩
猟
の
為
の
野
の
行
幸
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

社
寺
へ
の
行
幸
、
臣
下
の
邸
宅
へ
の
行
幸
等
々
と
あ
る
。
」
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
行
幸
の
変
化
に
つ
い
て
、
仁
藤
敦
史
氏
は
、
「
平
安
京
が
実
質
的
に
『
万

代
宮
』
と
な
っ
た
の
は
薬
子
の
変
を
経
た
嵯
峨
朝
以
後
で
あ
る
が
、
畿
外
行
幸

が
行
わ
れ
な
く
な
る
の
も
や
は
り
嵯
峨
朝
以
後
の
こ
と
で
、
両
者
は
古
代
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

制
の
変
質
を
論
じ
る
場
合
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
事
柄
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と

み
る
。
統
治
儀
礼
と
し
て
の
天
皇
の
巡
幸
が
宮
廷
行
事
と
し
て
の
行
幸
へ
と
変

わ
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
は
、
私
的
な
側
面
さ
え
付
加
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
こ
の
こ
と
は
、
村
井
康
彦
氏
が
、
貴
族
文
化
の
背
景
と
な
る
平
安
時
代
の
宮

廷
社
会
の
構
造
と
し
て
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
点
で
ま
ず
指
商
で
き
る
の
が
「
後
院
」
の
創
出
で
あ
る
。
後
院
と

　
　
は
天
皇
譲
位
後
の
居
所
と
し
て
大
内
裏
外
に
営
ま
れ
る
施
設
で
、
嵯
峨
天

　
　
皇
の
時
に
は
じ
ま
る
。
こ
れ
に
よ
り
天
皇
と
上
皇
の
居
所
が
分
離
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
い
や
、
分
離
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
。

と
、
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
第
二
点
は
、
藤
原
基
経
に
よ
る
「
年
中
行
事
障
子
」
の
献
進
に
見
ら
れ

　
　
る
よ
う
に
、
宮
廷
政
治
の
骨
格
が
こ
の
時
期
定
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
（
中
略
）
宮
廷
政
治
の
理
念
と
ル
ー
ル
が
定
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
王
朝
政
治
の
確
立
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
、
述
べ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
い
う
後
院
の
創
出
と
宮
廷
行
事
と
し
て
の
行
幸
と
は
同
じ
要
請
に
基

づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
朱
雀
院
の
創
建
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『
続
日
本
後
紀
』
、
仁
明
天
皇
の
承
和
三
年
五
月
二
十
五
日
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
葵
亥
。
以
二
平
城
京
内
空
閑
地
二
百
柑
町
一
奉
レ
充
二
太
皇
大
后
朱
雀
院
一
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
史
書
に
お
け
る
初
見
と
さ
れ
る
。
橋
本
義
彦
氏
は
、

「
仁
明
朝
の
初
年
に
後
院
の
制
が
開
か
れ
」
た
と
し
、
後
院
の
機
能
と
し
て
、

　
　
　
先
ず
指
摘
し
得
る
の
は
、
内
裏
の
「
本
宮
」
に
対
す
る
仮
御
所
と
し
て

　
　
の
そ
れ
で
あ
り
、
第
二
に
譲
位
後
の
御
所
と
し
て
の
機
能
で
あ
り
、
第
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
に
天
皇
の
私
的
な
所
領
・
財
産
を
管
理
す
る
機
関
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
目
崎
徳
衛
氏
は
「
後
院
に
関
す
る
国
史
の

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

記
事
は
す
べ
て
経
済
関
係
に
限
ら
れ
る
。
」
と
し
て
、
「
後
院
に
天
皇
・
上
皇
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

が
幸
し
た
事
実
や
、
こ
れ
を
居
所
と
し
た
事
実
は
全
く
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に

対
し
て
、
冷
然
院
は
圧
倒
的
に
儀
式
・
宴
飲
・
行
幸
の
場
と
し
て
記
さ
れ
て
い

＠
る
。
」
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
所
京
子
氏
は
、

　
　
　
ま
た
朱
雀
院
も
、
そ
の
創
立
時
期
は
冷
然
院
と
相
前
後
す
る
が
、
こ
れ

　
　
を
拡
充
整
備
し
、
譲
位
後
も
暫
く
居
所
と
さ
れ
た
の
は
宇
多
天
皇
で
あ
り
、

　
　
や
が
て
醍
醐
天
皇
を
経
て
朱
雀
天
皇
の
時
に
は
所
謂
累
代
の
「
御
院
」
と

　
　
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
両
院
に
は
天
皇
御
願
の
一
切
経
、
累
代
の
御
物
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
書
籍
な
ど
所
蔵
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
み
る
。
朱
雀
院
は
冷
然
院
と
同
じ
く
、
当
初
は
天
皇
の
宴
遊
の
地
や
仮
御
所

で
あ
っ
た
が
、
上
皇
の
居
所
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇

の
行
幸
の
地
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
御
遊
抄
』
よ
り
抜
き
出
せ
ば
次
の
よ
う

で
あ
る
。

　
　
昌
泰
二
年
正
月
三
日
。
幸
朱
雀
院
。
命
本
康
親
王
弾
琴
。
雅
楽
寮
奏
音
楽
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
殿
上
群
臣
時
暢
絃
歌
。

　
　
天
慶
九
年
八
月
十
七
日
。
幸
朱
雀
院
。

　
　
　
奏
舞
楽
。

　
　
同
十
年
正
月
四
日
。
幸
同
院
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

　
　
　
有
歌
管
御
遊
。

　
　
同
九
日
。
重
幸
同
院
。

　
　
　
比
巴
授
式
部
卿
。
琴
山
水
。
賜
余
。
箏
給
右
大
臣
。
実
頼
。
侍
臣
堪
倭
者

　
　
　
数
人
陪
殿
。
右
少
将
朝
成
吹
笙
奏
双
調
。
管
絃
疑
一
凝
歎
一
響
。
唱
可
可
間

　
　
　
出
酒
酎
。
是
間
右
大
臣
吹
笛
。
右
衛
門
督
吹
笙
。
宴
酎
賜
禄
。

　
　
同
年
三
月
九
日
。
又
幸
同
院
。

　
　
　
有
歌
管
御
遊
。

　
　
同
二
年
正
月
三
日
。
幸
同
院
。

　
　
同
年
三
月
九
日
。
又
幸
同
院
。

　
　
　
　
申
刻
蔵
人
頭
右
中
将
源
雅
信
朝
臣
召
右
大
臣
。
舞
二
番
。

　
　
　
和
琴
。
式
部
卿
親
王
。

　
　
　
琴
。
賜
余
。

　
　
　
比
巴
。
左
衛
門
督
高
明
。

　
　
　
箏
。
治
部
卿
兼
明
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
又
唱
可
可
者
数
人
侯
南
欄
。
唱
寄
者
小
数
。
朝
忠
朝
臣
聴
昇
殿
。

　
　
同
四
年
正
月
廿
五
日
。
幸
朱
雀
院
。

　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
謁
見
太
后
。

　
朱
雀
院
行
幸
は
明
確
な
理
念
と
目
的
を
も
っ
た
宮
廷
行
事
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
戸
田
秀
典
氏
が
、

　
　
　
天
皇
親
政
の
様
態
を
端
的
に
周
知
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
天
皇
が
百
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
－
の
「
楽
」
論

　
　
を
率
い
て
朝
政
を
掌
り
、
天
皇
が
最
高
権
威
者
と
し
て
そ
の
頂
点
に
位
す

　
　
る
こ
と
と
を
示
威
す
る
必
要
が
あ
り
、
朝
儀
の
振
興
が
そ
の
最
も
効
果
的

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
な
方
法
で
あ
っ
た
。

と
説
く
の
と
同
じ
で
あ
る
。
朝
儀
の
振
興
、
と
り
わ
け
、
天
皇
の
主
宰
す
る
行

事
の
創
設
は
、
律
令
政
治
の
形
骸
化
と
、
そ
の
反
面
、
律
令
精
神
の
昂
揚
と
い

う
矛
盾
し
た
側
面
を
も
ち
つ
つ
進
行
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
政
治
的
・
経

済
的
な
統
治
能
力
は
脆
弱
に
な
り
つ
つ
あ
る
天
皇
が
、
そ
の
治
世
の
理
念
を
推

進
し
、
皇
威
を
発
揚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
儀
式
典
礼
を
措
い
て
外

に
は
な
い
。
儀
式
典
礼
の
基
本
と
も
い
う
べ
き
「
延
喜
式
』
が
醍
醐
天
皇
の
時

代
に
編
躯
さ
れ
、
さ
ら
に
細
目
に
亘
る
規
定
が
『
新
儀
式
』
と
し
て
村
上
天
皇

の
時
代
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
朱
雀
院
行
幸
は
平
安
京
に
お
い
て
新
た
に
営

ま
れ
る
儀
式
で
あ
る
。
行
幸
に
供
奉
す
る
こ
と
は
朝
政
へ
の
奉
仕
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
。
朱
雀
院
行
幸
は
宮
廷
政
治
の
理
念
と
秩
序
の
確
立
を
目
的
と
し
て
い

る
新
し
い
儀
式
な
の
で
あ
る
。

　
行
幸
の
準
備
は
す
で
に
行
事
人
を
定
め
る
と
き
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
『
新
儀
式
』
の
「
天
皇
奉
賀
上
皇
御
箏
事
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
前
一
二
年
。
先
定
二
行
事
人
↓
鰍
趾
触
棚
榊
鯖
畑
竺
Ｍ
併
備
人
召
二
内
蔵
寮
。

　
　
穀
倉
院
。
内
給
所
一
前
二
箇
月
。
定
下
調
楽
所
行
事
人
。
酸
徽
二
凱
誠
ユ
韮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
伊
井
可
レ
献
二
舞
童
一
人
々
上
。
削
打
鰯
ほ
藪
難
鍵
珊
帽
擦
レ
纏
絆
碍
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
こ
れ
に
よ
る
と
行
幸
の
一
、
二
年
前
に
行
事
人
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
公

卿
・
納
言
以
上
一
人
と
蔵
人
頭
な
ど
で
あ
る
。
行
幸
の
実
務
的
な
処
理
は
蔵
人

所
の
所
管
と
み
ら
れ
る
。
楽
人
、
舞
人
も
実
際
的
に
は
蔵
人
頭
の
選
定
で
あ
る
。

楽
は
行
事
の
中
心
で
あ
り
、
儀
式
の
理
念
を
具
現
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
を
楽
人
、
舞
人
の
選
定
に
つ
い
て
の
経
緯
が
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

殊
に
、
行
事
人
の
下
で
、
内
蔵
寮
を
は
じ
め
と
し
て
御
章
、
歯
簿
、
従
駕
官
人

の
装
束
な
ど
の
行
幸
の
準
備
を
す
す
め
る
こ
と
と
、
調
楽
所
に
お
い
て
楽
の
用

意
を
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
楽
が
、
こ
れ
ま
で
の
畿
外
行
幸
と
は
異
な
っ
て
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

朱
雀
院
行
幸
の
盛
儀
と
す
る
た
め
に
は
朝
廷
の
財
物
の
限
り
を
尽
く
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
累
代
の
御
物
を
も
っ
て
す
れ
ば
可
能

で
あ
る
。
だ
が
、
楽
は
そ
う
で
は
な
い
。
名
器
と
称
さ
れ
る
楽
器
が
あ
っ
た
と

し
て
も
で
あ
る
。
楽
の
才
が
不
可
欠
で
あ
る
。
世
に
楽
の
才
を
も
っ
て
聞
こ
え

た
名
手
は
少
な
く
は
な
い
。
嵯
峨
、
仁
明
、
宇
多
、
醍
醐
な
ど
の
天
皇
も
ま
た

名
手
と
さ
れ
た
。
皇
子
、
皇
孫
、
そ
の
他
に
も
、
博
雅
三
位
な
ど
楽
の
技
芸
に

秀
で
て
名
の
有
る
者
の
伝
承
は
多
い
。
管
弦
の
道
に
勝
れ
た
者
は
讃
え
ら
れ
、

世
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
楽
の
名
手
の
多
い
御
世
は
ま
さ
に
聖
代
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
楽
の
才
が
行
幸
に
お
い
て
競
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
新
儀
式
』
と
し
て
定
め
ら
れ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
調
楽
所
行
事
人
の

責
務
は
、
楽
の
音
を
世
に
響
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
。



三

楽
は
、
行
幸
に
先
立
っ
て
試
楽
で
奏
で
ら
れ
る
。

　
　
　
朱
雀
院
の
行
幸
は
神
無
月
の
十
日
あ
ま
り
な
り
。
世
の
常
な
ら
ず
、
お

　
　
も
し
ろ
か
る
べ
き
た
び
の
こ
と
な
り
け
れ
ば
、
御
方
々
、
物
見
た
ま
は
ぬ

　
　
こ
と
を
く
ち
を
し
が
り
た
ま
ふ
。
上
も
、
藤
壼
の
見
た
ま
は
ざ
ら
む
を
、

　
　
飽
か
ず
お
ぽ
さ
る
れ
ば
、
試
楽
を
御
前
に
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
紅
葉
賀
」
二
巻
・
一
一
頁
）

と
あ
る
。
試
楽
の
場
は
清
涼
殿
の
東
庭
で
あ
る
。
御
方
々
、
と
り
わ
け
、
藤
壼

女
御
が
朱
雀
院
に
お
い
て
楽
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

こ
こ
に
試
楽
の
主
眼
が
あ
る
。
天
皇
の
御
座
の
後
ろ
に
、
藤
壼
女
御
、
そ
し
て
、

弘
徽
殿
女
御
、
そ
の
他
、
更
衣
な
ど
が
居
並
ぶ
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
春
宮
、

左
右
の
大
臣
、
上
達
部
、
皇
子
た
ち
が
参
列
し
て
い
る
と
み
え
る
。

　
こ
の
度
の
朱
雀
院
行
幸
は
、
「
世
の
常
な
ら
ず
」
と
い
う
。
天
皇
の
命
に
よ

り
格
別
の
準
備
が
な
さ
れ
る
。
楽
人
、
舞
人
の
選
定
か
ら
試
楽
へ
と
、
儀
式
と

し
て
の
順
序
が
ふ
ま
れ
て
い
る
。
清
水
好
子
氏
は
「
型
通
り
舞
人
定
め
と
試
楽

を
有
す
る
紅
葉
賀
巻
の
朱
雀
院
行
幸
も
た
“
の
御
遊
で
な
く
、
な
ん
ら
か
の
特

別
重
大
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
具
体
的
な
事
前
の
行
事
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
と
説
い
て
い
る
。

　
『
新
儀
式
』
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
試
楽
の
場
は
仁
寿
殿
東
庭
で
あ
る
。
天
皇

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

の
御
座
、
皇
太
子
の
座
、
次
い
で
公
卿
の
座
な
ど
が
設
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

楽
人
の
座
が
用
意
さ
れ
る
。
行
幸
の
二
、
三
日
前
で
あ
る
。

　
　
　
先
二
三
日
。
有
二
試
楽
事
一
構
二
舞
台
於
仁
寿
殿
東
庭
↓
立
二
大
床
子
御

　
　
座
於
壇
問
一
其
南
設
二
皇
太
子
座
４
群
壮
宝
魁
其
東
南
高
欄
下
井
南
殿
北

　
　
賛
子
敷
二
公
卿
座
↓
敷
二
舞
童
座
一
舞
台
北
三
四
許
丈
敷
二
楽
人
座
一
也
。

　
　
時
刻
出
御
之
後
。
楽
所
行
事
参
議
等
率
二
楽
人
一
参
入
着
座
。
乱
声
奏
参

　
　
入
音
声
一
此
問
大
臣
依
レ
召
参
上
着
座
。
次
皇
太
子
参
上
。
次
殿
上
親
王

　
　
公
卿
等
参
上
着
座
。
鰍
脇
撞
ゴ
爾
砕
勢
一
。
次
賜
二
酒
肴
一
次
発
二
立
呈
箒
舞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
童
進
ム
矢
。
御
厨
子
所
供
二
御
肴
４
舞
詑
。
舞
童
給
レ
禄
有
レ
差
。

　
こ
こ
に
み
え
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
楽
所
行
事
参
議
な
ど
に
率
い
ら
れ
た
楽
人

が
着
座
し
て
、
舞
童
が
進
む
。
酒
肴
を
賜
〃
な
が
ら
楽
人
の
楽
に
合
わ
せ
た
舞

を
見
る
。
試
楽
の
大
要
は
こ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
試
楽
の
中
心
は

舞
で
あ
る
。
こ
の
舞
人
に
選
ば
れ
る
の
は
、
皇
子
、
あ
る
い
は
大
臣
・
公
卿
な

ど
の
子
息
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
近
衛
府
に
属
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
近
衛
中
将
と
い
っ
て
も
よ
い
。
い
ま
、
皇
子
で
あ
る
源
氏
中
将
、
左
大
臣

家
の
頭
中
将
が
舞
人
と
し
て
選
ば
れ
た
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
楽

の
才
を
習
得
と
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
は
や
貴
族
的
教

養
で
は
な
く
、
風
雅
な
遊
び
で
も
な
い
。
朝
儀
の
た
め
の
備
え
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
朝
廷
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
今
日
の
試
楽
は
、
青
海
波
に
事
み
な
尽
き
ぬ
な
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

（
「
紅
葉
賀
」
二
巻
・

二
頁
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
『
紫
明
抄
』
は
、

　
　
　
青
海
波
御
賀
時
装
束
事

　
　
大
海
浦
半
腎
、
え
ひ
そ
め
の
下
襲
蝸
け
嚇
補
か
、
表
衣
や
ま
は
と
い
ろ
鰐
晴
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
き
に
こ
あ
ふ
ひ
、
表
袴
あ
ら
れ
に
く
わ
ん
そ
め
。

と
注
す
る
。
源
氏
中
将
の
舞
が
称
賛
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
世
源
氏
へ
の
賛
美
で

あ
る
。
皇
子
で
あ
り
つ
つ
、
親
王
宣
下
を
受
け
る
こ
と
な
き
者
へ
の
賛
美
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
楽
に
政
治
へ
の
批
判
的
意
味
を
も
た
せ
て
は
な
ら

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
舞
が
称
賛
に
値
す
る
ほ
ど
の
才
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
天
皇
と
そ
の
御
世
を
讃
須
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
楽
の
才
を
も
っ
て

聖
代
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
一
世
源
氏
の
舞
が
讃
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
試
楽
は
天
皇
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
た
と
え
、
こ
の
と
き
、
「
仏
の
御
迦
陵
頻
伽
の
士
仁
と
し
て
聞
い

た
と
し
て
も
、
「
そ
れ
な
り
に
音
楽
と
極
楽
と
の
結
び
っ
き
を
彼
ら
の
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

な
か
に
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
宗
教
的
心
情
に
終
わ

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
御
世
の
理
想
的
な
姿
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
青
海
波
の
舞
に
は
儀
式
そ
の
も
の
の

質
の
変
化
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
伊
藤
慎
吾
氏
に
よ
る
と
、

　
　
　
平
安
時
代
に
は
雅
楽
寮
以
外
に
左
右
近
衛
の
武
人
が
舞
楽
を
奏
す
る
よ

　
　
う
に
な
っ
た
。
御
遊
抄
に
よ
る
と
、
淳
和
天
皇
の
天
長
十
一
年
正
月
の
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
　
観
行
幸
に
左
右
近
衛
府
が
舞
楽
を
奏
し
て
い
る
し
、
降
っ
て
醍
醐
天
皇
の

　
　
頃
に
な
っ
て
、
廷
喜
十
六
年
十
一
月
廿
六
日
の
克
明
親
王
元
服
の
節
に
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
右
近
衛
が
奏
楽
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
雅
楽
寮
の
も
の
で
は
な
く
、
衛
府
の
舞
楽
と
し
て
青
海

波
の
舞
は
あ
る
。
『
教
訓
抄
』
は
青
海
波
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
青
海
波
龍
宮
楽
也
。
昔
天
竺
彼
舞
儀
。
青
波
浪
上
ニ
ウ
カ
ム
。
浪
下
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

　
　
楽
ノ
音
ア
リ
。
羅
路
波
羅
門
聞
レ
之
。
伝
云
。
漢
帝
都
見
レ
之
伝
二
舞
曲
↓

　
　
云
々
Ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
ー
ア
　
　
‘
ア
　
　
　
ニ

　
　
　
此
曲
。
昔
者
平
調
楽
也
。
而
承
和
天
皇
御
時
。
此
朝
。
依
レ
勅
。
被
レ
遷
二

　
　
盤
渉
調
曲
募
更
納
言
良
多
世
卿
作
。
楽
者
和
鼠
大
田
麿
作
。
耳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
比
繍
蝉
詠
者
小
野
篁
所
レ
作
也
。
有
二
二
説
一
。

　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ
　
レ

　
　
　
古
青
海
波
ヲ
ハ
舞
ト
モ
。
詠
ヲ
ハ
セ
ス
。
只
光
季
嫡
々
流
許
也
。
行
高

　
　
　
　
　
カ

　
　
光
則
季
貞
一
者
ノ
時
。
ハ
ル
カ
ノ
末
ノ
物
ニ
テ
。
光
時
カ
セ
シ
也
。
則
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
＠

　
　
之
時
ヨ
リ
。
其
家
ニ
ハ
始
ス
ル
也
。
縦
・
近
稲
紗
帥
ダ
喉
・
伝
ノ

　
こ
の
よ
う
に
青
海
波
は
比
較
的
新
し
い
舞
楽
と
み
ら
れ
る
。
雅
楽
寮
の
楽
所

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
衛
府
所
管
の
楽
所
の
も
の
で
あ
る
。
近
衛
の
大
将
、

中
将
が
舞
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
行
幸
が
京
内
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と

と
も
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
、
諸
国
に
対
す
る
皇
威
の
誇
示
を

目
的
と
す
る
行
幸
か
ら
、
京
師
に
お
い
て
天
皇
の
徳
と
そ
の
下
で
の
秩
序
の
確

立
を
目
的
と
す
る
行
幸
へ
の
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。



　
行
幸
に
供
奉
し
、
楽
を
奉
る
の
が
、
大
臣
、
公
卿
な
ど
と
、
そ
の
一
族
で
あ

り
、
あ
る
い
は
皇
族
で
あ
る
こ
と
に
も
、
こ
の
行
事
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
う

か
が
わ
れ
よ
う
。

　
　
　
行
幸
に
は
、
親
王
た
ち
な
ど
、
世
に
残
る
人
な
く
っ
か
う
ま
っ
り
た
ま

　
　
へ
り
。
春
宮
も
お
は
し
ま
す
。
　
　
（
「
紅
葉
賀
」
二
巻
・
二
二
－
四
頁
一

　
行
幸
に
は
親
王
を
は
じ
め
宮
廷
を
あ
げ
て
仕
え
る
。
そ
れ
に
春
宮
も
加
わ
る
。

行
幸
に
は
文
武
百
官
が
供
奉
す
る
。
朱
雀
院
行
幸
は
『
延
喜
式
』
「
太
政
官
」

の
職
掌
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。

　
　
　
凡
行
幸
応
レ
経
レ
旬
者
。
弁
史
各
一
人
。
左
右
史
生
各
二
人
。
官
掌
一

　
　
人
陪
従
。
若
不
レ
経
レ
宿
者
。
減
二
左
右
史
生
各
一
人
↓
預
択
二
行
日
一
弁
］

　
　
備
庶
事
４
前
数
十
日
艶
師
定
二
造
告
宮
使
’
雌
け
舶
鮎
梯
時
任
二
装
束
司
一

　
　
長
官
一
人
。
年
次
官
二
人
。
停
判
官
三
人
。
主
典
三
人
。
雌
林
一
位

　
　
任
二
前
後
次
第
司
イ
御
前
長
官
一
人
。
午
次
官
一
人
。
早
判
官
二
人
。

　
　
主
典
二
人
。
雌
林
一
位
御
後
亦
准
レ
此
。
雛
幣
又
預
定
二
陪
従
留
守
五
位
以

　
　
　
　
　
ゆ

　
　
上
一
靴
簿

　
予
め
行
日
を
陰
陽
寮
が
択
ぶ
。
行
幸
に
先
立
っ
て
、
「
造
行
宮
使
」
、
「
装
束

司
」
、
「
前
後
次
第
司
」
な
ど
の
宮
司
が
臨
時
に
編
成
さ
れ
る
。
畿
外
行
幸
の
行

わ
れ
た
時
期
の
「
造
行
宮
司
」
と
は
異
な
っ
て
、
「
造
行
宮
使
」
は
規
模
は
小

さ
く
、
行
宮
の
造
営
で
は
な
く
検
校
を
職
務
と
し
て
い
た
。
経
宿
の
行
幸
が
み

ら
れ
な
く
な
る
時
期
の
行
幸
は
鈴
契
の
管
理
、
留
守
官
の
任
命
、
行
宮
の
設
定

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

よ
り
も
、
威
儀
を
正
し
た
従
駕
の
編
成
が
重
視
さ
れ
た
と
い
え
る
。
「
宮
衛
令
」

の
規
定
す
る
「
歯
簿
図
」
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
作
成
さ
れ
る
行
幸
指
図
に
よ

っ
て
隊
列
が
整
え
ら
れ
る
。
内
裏
か
ら
朱
雀
院
ま
で
、
朱
雀
大
路
を
群
行
す
る

行
幸
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
世
を
あ
げ
て
供
奉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
畿

外
の
行
幸
と
は
異
な
っ
て
の
京
内
の
行
幸
が
め
ざ
す
も
の
は
こ
こ
に
あ
る
。
天

皇
は
そ
の
都
か
ら
出
る
こ
と
は
な
い
。
天
皇
は
都
に
在
り
つ
つ
、
そ
の
御
世
の

め
で
た
さ
を
知
ら
せ
る
儀
式
と
し
て
の
行
幸
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

た
め
に
新
し
く
用
意
さ
れ
た
行
事
が
朱
雀
院
行
幸
で
あ
る
。
平
安
京
が
都
と
し

て
固
定
さ
れ
る
こ
と
と
朱
雀
院
行
幸
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
６
そ
こ
に
は
、

こ
の
時
代
の
求
め
る
治
世
の
理
念
と
秩
序
が
託
さ
れ
る
。
行
幸
に
雅
楽
寮
の
楽

人
が
供
奉
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
は
「
雅
楽
寮
」
の
職
掌

と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
行
幸
之
所
。
属
巳
上
率
二
雅
楽
人
一
祇
侯
。

を
あ
げ
る
。
行
幸
の
楽
は
、
雅
楽
寮
の
重
要
な
職
務
で
あ
っ
た
。

　
　
　
例
の
、
楽
の
船
ど
も
漕
ぎ
め
ぐ
り
て
、
唐
土
高
麗
と
尽
く
し
た
る
舞
ど

　
　
も
、
種
多
か
り
。
楽
の
声
、
鼓
の
音
、
世
を
ひ
び
か
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
紅
葉
賀
」
二
巻
・
一
四
頁
）

　
唐
楽
は
左
方
の
楽
、
高
麗
楽
は
右
方
の
楽
で
あ
る
。
「
左
方
の
楽
は
横
笛
、

箏
築
、
笙
、
琵
琶
、
箏
、
太
鼓
、
鉦
鼓
、
鞠
鼓
を
用
ひ
、
右
方
の
楽
は
狛
笛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

箏
築
、
太
鼓
、
鉦
鼓
、
三
ノ
鼓
を
用
ひ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
楽
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
，
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

よ
る
儀
礼
的
な
楽
で
あ
る
。
宰
相
、
す
な
わ
ち
参
議
の
二
人
と
、
左
衛
門
督
と

右
衛
門
督
と
が
左
右
の
楽
の
こ
と
を
行
な
う
。
『
新
儀
式
』
に
よ
る
次
第
は
こ

う
あ
る
。

　
　
　
三
献
之
後
。
日
行
事
公
卿
令
レ
奏
レ
楽
。
楽
所
於
二
西
門
内
一
奏
二
乱
声
一

　
　
三
度
。
詑
奏
二
参
入
音
声
↓
参
議
二
人
相
分
立
二
童
親
王
前
４
行
事
大
夫

　
　
二
人
立
二
舞
童
前
↓
相
牽
参
入
。
上
下
楽
工
者
。
相
随
在
レ
後
。
曲
詑
各

　
　
着
座
。
干
時
行
事
人
侯
二
気
色
↓
敷
二
平
敷
御
座
於
南
席
↓
牡
捜
鱗
錘
一
爾
丁

　
　
天
皇
先
下
座
侯
二
気
色
イ
上
皇
又
下
二
御
座
一
着
「
一
御
平
鋪
↓
次
天
皇
着
御
。

　
　
次
第
奏
レ
舞
。
此
問
有
二
上
皇
命
↓
召
二
第
一
親
王
イ
舞
童
親
王
有
レ
勅
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
又
召
加
親
王
大
臣
参
上
侯
二
貴
子
敷
４

　
こ
の
よ
う
に
十
月
の
朱
雀
院
の
行
幸
は
最
も
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
皇

に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
楽
が
行
事
の
中
心
を
な
す
。
こ
こ
ま
で
行
事
が
整
え
ら

れ
る
の
は
、
こ
の
度
の
行
幸
が
宴
遊
を
目
的
と
す
る
通
例
の
も
の
で
な
い
と
み

ら
れ
る
。
こ
の
行
幸
の
準
拠
に
つ
い
て
『
弘
安
源
氏
論
議
』
は
、
次
の
よ
う
な

問
答
を
あ
げ
る
。

　
　
十
二
番
問
云
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
範
藤
朝
臣

　
　
　
朱
雀
院
の
御
賀
は
准
拠
の
例
い
つ
れ
そ
や

　
　
　
　
答
云
右
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
行
朝
臣

　
　
　
延
喜
六
年
十
月
の
朱
雀
院
の
行
幸
御
賀
の
例
に
て
や
侍
ら
ん

　
　
　
延
喜
の
御
賀
両
度
侍
る
に
や
十
月
お
ぽ
っ
か
な
し
十
一
月
に
て
侍
る
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
ら
ん
そ
の
た
ひ
御
子
の
舞
に
た
っ
こ
と
な
し
延
喜
十
五
年
三
月
の
御
賀

　
　
　
に
当
代
の
御
子
重
明
親
王
舞
の
袖
を
か
へ
す
源
氏
中
将
又
其
時
当
代
の

　
　
　
御
子
に
て
侍
る
や
ら
ん
大
納
言
院
の
別
当
に
て
正
三
位
に
叙
す
源
氏
中

　
　
　
将
お
な
し
く
舞
の
賀
の
賞
に
上
階
か
た
く
お
も
ひ
よ
そ
一
ら
れ
侍
り

　
　
　
如
何

　
　
　
　
左
右
申
所
用
捨
こ
と
な
り
賀
の
こ
と
葉
に
っ
き
て
は
左
の
申
所
い
は

　
　
　
　
れ
あ
り
紅
葉
賀
の
こ
と
葉
に
よ
り
て
は
右
の
十
月
も
た
よ
り
あ
る
准

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
　
　
拠
の
例
か
れ
こ
れ
さ
た
め
か
た
し
と
て
為
持

　
準
拠
に
つ
い
て
は
決
し
か
ね
る
。
た
だ
御
賀
の
行
事
と
み
て
、
親
王
の
舞
に

注
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
度
の
行
幸
の
性
質
を
い
う
も
の
で
は
あ
る
。

準
拠
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
河
海
抄
』
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
延
喜
十
六
年
三
月
七
日
辛
酉
行
幸
朱
雀
院
法
皇
五
十
御
賀

　
　
同
年
八
月
廿
八
日
行
幸
同
院
詩
題
高
風
送
秋
韻

　
　
康
保
二
年
十
月
廿
三
日
行
幸
同
院
題
飛
葉
共
舟
軽

　
　
朱
雀
院
ハ
三
条
朱
雀
也
是
後
院
也
古
今
集
二
朱
雀
院
ト
ア
ル
ハ
宇
多
院
御

　
　
事
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
脱
履
の
・
ち
此
院
二
御
座
故
也
。

　
こ
の
う
ち
、
延
喜
十
六
年
三
月
の
朱
雀
院
行
幸
は
法
皇
五
十
御
賀
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
準
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
日

本
紀
略
』
を
引
け
ば
、



　
　
七
日
辛
酉
。
辰
時
。
天
皇
辛
朱
雀
院
刀
奉
レ
賀
二
太
上
法
皇
五
十
葬
“
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
司
献
レ
物
。
童
親
王
。
及
五
位
以
上
子
為
二
舞
人
“

と
あ
る
。
献
物
の
他
は
舞
人
の
こ
と
を
記
載
し
て
足
れ
り
と
す
る
。
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
西
宮
記
』
に
「
次
有
音
楽
事
」
、
「
童
親
王
等
奏
舞
」
と
あ
る
。
行
事
の
あ
り

よ
う
が
み
て
と
れ
る
。
行
幸
が
三
月
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
っ
い
て
は
議

論
が
あ
る
。
準
拠
と
し
て
は
直
接
的
で
は
な
い
と
み
ら
れ
な
く
は
な
い
。
だ
が
、

史
実
と
し
て
は
重
な
る
と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
御
賀
の
た
め
の
朱
雀
院

行
幸
の
も
の
が
極
め
て
少
な
い
行
事
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
異
例
で
あ
る
か
ら
こ

そ
準
拠
と
さ
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
清
水
好
子
氏
は
、
さ
ら
に
、

　
　
　
冷
泉
院
以
来
一
条
天
皇
に
い
た
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
廃
絶
し
て
い
た
行

　
　
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
々
は
や
は
り
自
然
に
延
喜
天
暦
の
昔
を
思
っ
た

　
　
で
あ
ろ
う
。
気
付
か
ぬ
に
し
て
も
作
者
は
そ
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
し
、
そ

　
　
の
意
図
は
物
を
知
る
人
に
は
誤
り
な
く
受
け
と
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
、
ま

　
　
た
「
神
な
月
十
日
あ
ま
り
」
と
い
う
季
節
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
醍
醐
村
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
が
よ
く
行
っ
た
朝
観
の
行
幸
だ
と
も
と
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
説
い
て
い
る
。
朱
雀
院
行
幸
は
、
算
賀
の
儀
式
で
あ
り
、
宴
遊
の
行
幸
で
は

な
い
。
延
喜
天
暦
の
御
代
に
お
い
て
、
朝
儀
と
し
て
宴
遊
を
目
的
と
す
る
朱
雀

院
行
幸
が
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
行
幸
が
京
内
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
行
事
で
あ
る
。
後
院
と
し
て
の
朱
雀
院
が
上
皇
の
居
所
と
な
っ

て
お
り
、
し
か
も
、
上
皇
が
五
十
の
賀
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
格
別
の
こ
と

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

で
あ
る
。
そ
の
稀
れ
な
算
賀
の
行
事
が
延
喜
の
朱
雀
院
行
幸
で
あ
る
。
そ
の
際

に
楽
が
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
朝
儀
と
し
て
の
行
幸
を
盛
儀
た
ら
し

め
る
も
の
と
し
て
の
楽
の
役
割
が
決
定
的
と
な
っ
た
。
延
喜
・
天
暦
の
御
代
が

聖
代
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
理
由
の
一
つ
は
朝
儀
の
確
立
に
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
が
、
こ
の
時
代
を
準
拠
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
朱
雀
院
行

幸
に
お
い
て
、
特
に
、
楽
の
盛
ん
な
る
こ
と
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物
語
が
女
楽
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
に
楽
の
音
を
響
か

せ
る
こ
と
の
意
味
は
私
的
な
心
情
と
関
わ
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
根
底
に

は
、
楽
を
も
っ
て
聖
代
の
証
し
と
す
る
理
念
が
存
在
す
る
。
楽
は
、
天
地
、
神

人
を
動
か
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
お
い
て
楽
は
こ
の
物
語
の
方

法
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
注

　
◎
　
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
』
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、

　
　
一
九
七
六
年
。
以
下
、
本
文
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

　
　
　
『
教
訓
抄
』
続
群
書
類
従
、
第
拾
九
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
七
年
、

　
　
三
二
〇
頁
。

　
　
　
山
田
孝
雄
『
源
氏
物
語
の
音
楽
』
宝
文
館
出
版
、
一
九
三
四
年
、
四
四
七
頁
。

　
＠
　
玉
上
琢
彌
編
、
山
本
利
達
・
石
田
穣
二
校
訂
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』
角
川
書
店
、

　
　
一
九
六
八
年
、
二
八
一
頁
。

　
　
竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系
礼
記
（
上
）
』
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
、
三
一

　
　
二
頁
。

　
＠
竹
内
照
夫
『
新
釈
漢
文
大
系
礼
記
一
中
）
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
、
五
五

四
一



　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
の
「
楽
」
論

　
七
頁
。

¢
　
注
＠
に
同
じ
、
五
六
〇
頁
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
、
六
〇
三
頁
。

　
　
『
和
刻
本
正
史
　
漢
書
ｏ
』
影
印
本
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
、
六
一
五
頁
。

＠
　
注
　
に
同
じ
。
六
：
ハ
頁
。

＠
　
利
沢
麻
美
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
方
法
と
し
て
の
音
楽
１
－
『
若
莱
下
』
巻
の
女

　
楽
に
つ
い
て
１
」
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
三
三
年
、
一
月
号
。

＠
　
『
婆
文
類
聚
　
子
部
　
巻
第
四
四
』
第
五
巻
、
四
部
集
要
、
新
興
書
局
、
一
九
六

　
一
年
、
一
一
九
六
－
七
頁
。

＠
　
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
古
今
和
歌
集
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書

　
店
、
一
九
八
九
年
、
三
三
八
頁
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
、
二
一
二
頁
。

＠
　
『
吉
野
吉
水
院
楽
書
』
続
群
書
類
従
、
第
拾
九
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

　
九
二
七
年
、
四
八
九
頁
。

＠
　
『
令
集
解
』
黒
板
勝
美
編
、
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
、
八
五
七

　
頁
。

＠
　
注
＠
に
同
じ
、
七
九
五
頁
。

＠
　
『
延
喜
式
　
中
篇
』
黒
板
勝
美
編
、
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
、

　
三
五
二
頁
。

＠
　
甲
田
利
雄
『
平
安
朝
臨
時
公
事
略
解
』
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
一
年
、

　
一
〇
三
頁
。

ゆ
　
仁
藤
敦
史
「
古
代
王
権
と
行
幸
」
黛
弘
道
編
『
古
代
王
権
と
祭
儀
』
吉
川
弘
文
舘
、

　
一
九
九
〇
年
、
三
頁
。

ゆ
　
村
井
康
彦
『
平
安
京
と
京
都
』
、
三
一
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
一
六
－
七
頁
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
一
八
頁
。

ゆ
　
『
続
日
本
後
紀
』
黒
板
勝
美
編
、
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
四
年
、
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

　
三
頁
。

ゆ
　
橋
本
義
彦
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
一
五
七
－

　
八
頁
。

ゆ
　
目
崎
徳
衛
「
政
治
史
上
の
嵯
峨
上
皇
」
『
日
本
歴
史
』
二
四
八
号
、
一
九
六
九
年

　
一
月
。

ゆ
所
京
子
「
平
安
前
期
の
冷
然
院
と
朱
雀
院
－
，
御
院
』
か
ら
『
後
院
』
へ

　
１
」
「
史
宙
』
第
二
八
号
、
一
九
七
〇
年
。

ゆ
　
『
御
遊
抄
』
続
群
書
類
従
、
第
拾
九
輯
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
七
年
、

　
二
八
頁
。
た
だ
し
、
注
記
は
省
略
し
た
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
、
二
九
上
二
〇
頁
。

ゆ
　
注
ゆ
に
同
じ
、
三
〇
頁
。

ゆ
　
戸
田
秀
典
『
奈
良
・
平
安
時
代
の
宮
都
と
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、

　
二
八
一
頁
。

＠
　
『
新
儀
式
』
群
書
類
従
第
六
輯
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
三
二
年
、
二
二
五

　
頁
。

ゆ
　
清
水
好
子
『
源
氏
物
語
論
』
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
、
一
八
五
頁
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
二
二
五
－
六
頁
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
四
八
頁
。

ゆ
　
荻
美
津
夫
『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
一
八
三
頁
。

ゆ
　
伊
藤
慎
吾
『
風
俗
上
よ
り
み
た
る
源
氏
物
語
時
代
の
描
写
の
研
究
』
風
間
書
房
、

　
一
九
六
八
年
、
五
八
五
頁
。

ゆ
　
注
　
に
同
じ
、
二
二
三
頁
。

ゆ
　
注
　
に
同
じ
、
二
二
六
頁
。

ゆ
　
注
＠
に
同
じ
、
三
三
八
頁
。

ゆ
　
注
ゆ
に
同
じ
、
五
三
〇
頁
。

＠
　
田
辺
尚
雄
『
日
本
音
楽
史
』
雄
山
閣
、
一
九
三
二
年
、
二
＝
一
頁
。



＠
注
ゆ
に
同
じ
、
二
二
七
頁
。

＠
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
第
七
巻
、
研
究
資
料
編
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五

　
六
年
、
五
三
五
頁
。

＠
注
＠
に
同
じ
、
二
七
一
頁
。

＠
　
『
日
本
紀
略
第
三
一
後
編
一
』
黒
板
勝
美
編
、
国
史
大
系
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
八
四
年
、
二
〇
頁
。

＠
　
『
西
宮
記
　
第
二
』
故
実
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
三
一
年
、
一
九
二
頁
。

＠
　
注
ゆ
に
同
じ
、
一
七
八
－
九
頁
。

『
源
氏
物
語
』
の

「
楽
」
論

四
三
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